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住
 

 
 

 
 

 
 

所
 

 
労

働
者

派
遣

法
の

「
改

正
案

」
が

、
今

国
会

に
提

出
さ

れ
よ

う
と

し
て

い
ま

す
。

し
か

し
、

政
府

が
発

表
し

た
｢
改

正
案

｣
は

、
こ

れ
ま

で
と

同
じ

よ
う

な
「

使
い

捨
て

」
労

働
が

続
き

、
不

安
定

･
劣

悪

な
労

働
条

件
も

変
わ

ら
な

い
事

態
が

続
く

、
重

大
な

問
題

点
が

あ
り

ま
す

。
 

 
｢
雇

用
は

正
社

員
が

当
た

り
前

で
あ

り
、
派

遣
は

、
臨

時
的

･
一

時
的

な
業

務
に

限
定

す
る

、
正

社
員

を
派

遣
に

置
き

換
え

を
許

さ
な

い
｣
と

い
う

原
則

に
立

っ
た

抜
本

改
正

こ
そ

が
求

め
ら

れ
て

い
ま

す
。

 

労
働

者
派

遣
法

の
抜

本
改

正
を
求

め
る
要

望
書

 
 

 
 

 
 

 
 

内
閣

総
理

大
臣

 
様

 

 

<
要

望
事

項
>
 

一
、
労

働
者

派
遣

法
の

改
正

に
あ

た
っ
て

は
、
①

雇
用

は
正

社
員

が
当

た
り

前
で

あ
り

、
派

遣
は

臨
時

的
･
一

時
的

 

な
業

務
に

限
定

す
る

、
②

正
社

員
を

派
遣

に
置

き
換

え
る

常
用

代
替

は
禁

止
す

る
、
と

い
う

原
則

に
立

っ
た

抜
 

本
改

正
に

す
る

こ
と

。
 

 

切
り

取
り

線
 

あなたの思いをお書き

ください。 

２０１０年春季号外 日本共産党の政策と見解を紹介します。        発行責任者 津市下弁財町２５０９ 落合郁夫 電話０５９－２２７－７３０１ 
あなたのあなたのあなたのあなたの声声声声でででで実現実現実現実現をををを。。。。署名署名署名署名にごにごにごにご協力下協力下協力下協力下さいさいさいさい    
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改
正

す
る

派
遣

法
に

「
抜

け
穴

」
を

許
し

ま
せ

ん
    

○
労
働
者
の
使
い
捨
て
を
許
す
「
２
つ
の
大
穴
」

○
労
働
者
の
使
い
捨
て
を
許
す
「
２
つ
の
大
穴
」

○
労
働
者
の
使
い
捨
て
を
許
す
「
２
つ
の
大
穴
」

○
労
働
者
の
使
い
捨
て
を
許
す
「
２
つ
の
大
穴
」
    

製
造

業
へ

の
「
常

用
型

派
遣

」
は

、
禁

止
さ

れ
ず

 

 
１

年
以

上
雇

用
さ

れ
て

い
る

か
、
雇

用
さ

れ
る

見
込

み
で

あ

れ
ば

、
３

ヶ
月

な
ど

短
期

契
約

で
も

、
派

遣
労

働
が

可
能

に
。
 

登
録

型
派

遣
は

、
「
専

門

２６

業
務

」
が

禁
止

さ
れ

ず
 

 
「

専
門

２６

業
務

」
に

は
、
パ

ソ
コ

ン
な

ど
を

扱
う
「

事
務

用

機
器

操
作

」
な

ど
、

本
来

、
「

専
門

業
務

」
と

は
呼

べ
な

い
も

の
も

。
「

禁
止

」
に

｢
抜

け
道

｣
を

つ
く

る
可

能
性

も
。

 

○
自
公
政
権
時
代
の
改
悪
案
を
も
り
こ
む

○
自
公
政
権
時
代
の
改
悪
案
を
も
り
こ
む

○
自
公
政
権
時
代
の
改
悪
案
を
も
り
こ
む

○
自
公
政
権
時
代
の
改
悪
案
を
も
り
こ
む
    

派
遣

先
に

よ
る

「
事

前
面

接
」

の
解

禁
や

、
専

門
業

務
で

働
く

労
働

者
に

対
す

る
直

接
雇

用
の

申
し

込
み

義
務

の
適

用
を

除
外

。
 

＊
し

か
も

、
改

正
す

る
派

遣
法

の
実

施
は

、
「
３

年
か

ら
５

年
 

 
 

先
送

り
」
に

。
 

    
大

企
業

の
「
抵

抗
と

圧
力

」
に

屈
し

て
、
「
使

い
捨

て
」
で

き
る

派
遣

労
働

を
残

す
、
｢抜

け
穴

｣は
許

さ
れ

ま
せ

ん
。
 

 労働者派遣法の改正を、①派遣から正社員への道をひら

く、②派遣労働者の雇用と権利、生活を守る保護法に変え

る立場から提案。（詳しくは、党中央委員会ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの参照を） 


